
※個人情報は、町内会活動目的以外には利用いたしません。 

「八木田町内会」 入会のご案内！ 
八木田町内会 会長 影山 雅英 

 

八木田地区の皆様が安全で安心して暮らせる住みよい地域づくりに、ご協力

をいただきたく、八木田町内会への入会をご案内させていただきます。 
 

私ども八木田町内会は、以下の基本方針を掲げて、諸事業を行っています。 
 

Ⅰ 町が文化的で明るく、安全で安心でき、さらに人(特に、児童、病人、障害者、

高齢者等の弱者)がお互いに支えあって暮らしていける優しい町づくりを目

指します。 

Ⅱ 会員相互の親睦を深め、強い絆を目指します。 

Ⅲ 防犯、防火及び自然災害に備えるため、「自主防災部会」活動の充実に力を注

ぎます。 

Ⅳ 各部事業計画を遂行し、会の目的達成を目指します。 
 

八木田町内会の事業概要 
１．防災・減災活動 

 □「自主防災部会」として、年２回の「防災訓練」及び「救急救命法講習（AED）」

を実施し、災害時の備えと「近助」の支え合いを進めています。 

 □災害時の「一時避難所」を八木田会館、他に開設しています。 

２．清潔な環境維持 

 □「ごみ集積所」の管理、「ごみカレンダー」の全戸配布、「防鳥ネット」の交換等 

 □町内の用排水路、側溝を流れる水（仁井田堰から取水）の清潔な環境の維持

に努めています。  （この水は、八木田地区内を流れる水量の７０％を占めています。） 

 □町内の「アメシロ駆除（５か所）」を年２回実施しています。 

３．親睦・交流活動 

 □「ふれあい広場」、「親睦旅行」、そして「ふるさと八木田こころのまつり」に加

えて「吉井田地区大運動会」等で会員の皆様の親睦・交流活動をしています。 

４．陳情 

 □町内会では出来ない問題を、「自治振興協議会」を通して行政機関等に要望

し、改善を図っています。（交通事故対策、街路灯設置、道路補修、等） 

５．情報の共有 

 □「回覧版」及び「町内会報」による地域情報の発信をしています。 
 

町内会費の使われ方 
□ 上記事業遂行のため、皆様からお預かりした会費（月：３００円、年：３６００円）

を使わせていただいています。 

□ 関係団体に、補助金、助成金を出しています。（育成会、活性化委員会、等） 
 

八木田町内会の入会の方法 
□八木田町内会は１８地区、７４班で構成されています。 

□お近くの、会員さん、班長さん、理事さんに、入会希望をお伝えください！！ 

□または、影山(024-545-1820)までご連絡をお願いいたします。 


